
　国民年金基金に加入できるのは、いずれの条件も

満たしている方です。

● 20 歳から 60 歳未満の方

●国民年金保険料を納めている方（農業者年金加入

　者除く）

※ 60 歳以上 65 歳未満の方や海外に居住されている

　方で国民年金に任意加入されている方も加入でき

　ます。

【こんなメリットがあります】

①掛金の金額が課税所得から控除され、所得税・住

民税ともに軽減されます。老後に受け取る年金は「公

的年金等控除」の対象となります。

②加入したときの掛金や受け取る年金額は変わりま

せんので、自分に合わせた年金設計ができます。

③保証付に加入した方が保証期間内に亡くなられた

場合、遺族の方に一時金が支給されます。

◎問い合わせ先

　北海道国民年金基金　　☎ 0120-65-4192

ご存知ですか？「国民年金基金」

○平成 29 年工業統計調査は、従業者４人以上の全て

　の製造事業所を対象に、平成 29 年６月１日時点で

　実施します。

○工業統計調査は、我が国における工業の実態を明

　らかにすることを目的とする政府の重要な調査で、

　統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。

○調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国及

　び地域行政施策のための基礎資料として利活用さ

　れます。

○調査票に御記入いただいた内容は、統計作成の目

　的以外（税の資料など）に使用することは絶対に

　ありません。

○調査の趣旨・必要性を御理解いただき、御回答を

　よろしくお願いいたします。

平成 29 年工業統計調査を実施します

　不法電波は、携帯電話やテレビ・ラジオに障害を

与えるなど、日常生活に悪影響を及ぼすばかりか、

消防、救急、防災行政、交通など、人命にかかわる

重要な無線通信を妨害して、私たちの生活を脅かし

ます。

　総務省北海道総合通信局では、電波監視を実施し、

適正な電波環境の維持に努めています。電波に関す

る困りごとやご相談は下記へお問い合わせください。

◎お問い合わせ

　北海道総合通信局

　☎ 011-737-0099

　電話受付時間　

　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00( 土日祝日を除く )

　電子メールによるお問い合わせ

　soudan-hokkaido@soumu.go.jp

  北海道総合通信局ホームページ

　http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/

不法電波から暮らしを守れ！

◆相談内容

①統合失調症、うつ病、認知症、依存症、高次脳機

　能障害、自殺関連の相談

②発達障がい、引きこもり、登校拒否、家庭内暴力、

　非行、性の問題

③家庭、職場、学校での人間関係問題

◆開催会場及び開催日時

・留萌保健所

一般相談

（14 時～ 16 時）

（平成 29 年６月 13 日、８月８日、10 月 10 日）

思春期相談

（15 時～ 17 時）

（平成 29 年５月 16 日、７月 28 日、９月 12 日、11 月

14 日、平成 30 年２月６日）

・留萌保健所または羽幌町保健センター

一般相談

（15 時～ 17 時）

（平成29年12月12日、平成30年１月16日、３月13日）

　

　◎問い合わせ先

　留萌保健所　健康推進課

　☎ 42-8327 又は 42-8324

『こころの健康相談』のお知らせ
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